
新市の事務所の位置等検討小委員会

第４回会議資料

日 時：平成１６年７月２０日（火） 午後１時３０分～
場 所：粉河ふるさとセンター ２階 視聴覚室

那賀５町合併協議会



会 議 次 第

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 会議録署名委員の指名

４ 報告事項

新市の名称募集結果と選定について（別冊）

５ 協議事項

（１）新市の事務所の位置の選定に関することについて

①新市の事務所の具体的な方式について

（２）町名・字名の取扱いに関することについて

（３）今後の協議について

６ その他

７ 次回開催日程等について

日時：平成１６年８月１７日（火）午後１時３０分から

場所：粉河ふるさとセンター ２階 視聴覚室

８ 閉 会



新市の事務所の位置等検討小委員会委員名簿

◇委員名簿

役 職 名 氏 名 町 名

委 員 長 山 下 忠 男 桃 山 町

副 委 員 長 原 延 治 那 賀 町

根 来 公 士 打 田 町

木 戸 昌 明

奥 順 司

服 部 一 粉 河 町

高 橋 一 正

大 西 洋太郎

委 員 東 健 兒 那 賀 町

藤 田 佐代子

大 森 道 夫 桃 山 町

西 平 美 和

中 村 慎 司 貴 志 川 町

高 田 英 亮

田 村 美代子

堂 本 正 秀 那賀振興局





新市の事務所の具体的な方式について

○ 本庁舎（打田町役場庁舎）周辺状況

住所 打田町大字西大井３３８番地

公共交通機関 Ｊ 和歌山線 打田駅徒歩６分R

主要アクセス道 国道 号線 町道東大井四日市線 町道東国分赤尾線24

延床面積 １０，２００．０１㎡

敷地面積 １６，３８９．５９㎡（生涯学習センター建設用地６，８６４．３１㎡含む）

駐車場 ３０７台（ ）外来用１９７台、職員用７２台、公用車用３８台内障害者用１３台

○ 本庁舎（打田町役場庁舎・隣接施設）の概要

打田町役場本庁舎 打田町農業構造改善センター

竣工時期 昭和５２年９月 竣工時期 昭和５３年３月

建物構造 鉄筋コンクリート４Ｆ 建物構造 鉄筋コンクリート２Ｆ

延床面積 ３，２６４．６１㎡ 延床面積 ２６４．００㎡

耐震性 不明 耐震性 不明

昇降設備 １１人乗り １基 昇降設備 無

障害者用設備 トイレ 障害者用設備 無

打田町保健福祉センター 打田町公民館

竣工時期 平成１０年１０月 竣工時期 昭和４９年５月

建物構造 鉄筋コンクリート５Ｆ 建物構造 鉄筋コンクリート３Ｆ

延床面積 ５，２７１．９５㎡ 延床面積 １，３９９．４５㎡

耐震性 不明 耐震性 不明

昇降設備 ２０人乗り １基 昇降設備 ９人乗り １基

障害者用設備 トイレ、点字案内、手す 障害者用設備 トイレ











■ 支所の機能について（住民の利便性）

新市の「支所」とは、形ばかりの「出先事務所の窓口」にとどまらない大きな役割を期待されて

います。

● 期待される機能

①これまでと変わらない市民サービス提供窓口機能

市役所が市民向けに発行する証明書等は、ほとんど全て支所でも受け取れる。

②これまでと変わらない市民の相談窓口機能

市民の困りごと、相談ごとのほとんどについて、支所に（関係担当者が）いる。

③地区のシンボル機能

旧町単位でのコミュニティ活動の拠点になる （支所がそうである必要はない）。

④地区の個性を生かす行政運営の拠点

各支所独自の事業等が実施される。

⑤本庁舎のバックアップ機能

自然災害、火災などによる本庁舎損壊時に本庁機能を収容する。



● 次のような窓口及び相談業務を支所で行えるよう検討する。

区 分 業 務 内 容

総務関連 ◆支所内の庶務、管内公共施設管理、巡回ﾊﾞｽなど

業 務 ◆公共料金の収納、税務徴収事務、口座振替手続きなど

◆出生届、婚姻届、死亡届、転出入届など

◆印鑑登録など

◆戸籍謄・抄本、住民票の写し、印鑑登録証明、火葬許可書など

◆消防、防災、交通災害共済など

◆所得・評価証明、課税相談、臨時ﾅﾝﾊﾞｰ交付など

福祉関連 ◆身体障害者手帳の交付・申請・受付、各種福祉手当の申請・受付、保育所(園)入所

業 務 (園)相談、療育手帳の申請など

◆国民年金の加入・喪失届、福祉年金業務、年金相談など

◆国民健康保険加入・喪失届、保険者証の発行、出産一時金等申請事務、各種相談業

務など

◆老人保健医療受給者証等の申請・交付、老人・身体障害者・乳幼児医療受給者証の

申請・交付事務、入院生活給付金の申請、各種相談業務など

◆老人保健取得・喪失等届、医療費申請受付事務、各種相談業務など

◆福祉医療の喪失・保険変更・転居届、再発行事務、医療費等申請受付事務、各種相

談業務など

◆母子手帳・健康手帳の交付、各種相談業務など

◆要介護等認定申請受付、認定調査業務、保険者証の発行、各種相談業務など

業務管理 ◆指定ごみ袋の販売、可燃物・不燃物の回収、し尿汲み取り受付、犬の登録など

関連業務 ◆市管理の道路・橋梁・河川等の維持補修など

◆農林業の振興・相談業務、農業委員会など

◆市営住宅の入居相談・受付・管理など

◆処理場の維持管理業務、排水申込・脱退届など

◆支所管内施設の管理・保守点検等、給水申込・脱退届など

教 育 ◆教育関係の庶務、教育施設の管理・運営、子ども会安全会加入受付、各種教育相談

関連業務 など

地域振興 ◆地域づくりに関する情報発信・収集、観光、各種イベント、各種行政相談、各種団

関連業務 体に関することなど

※ 現町役場が発行している証明書等は総合窓口として各支所で取り扱う。

困りごと、相談ごとのほとんどについて「相談の聞き役」として関係課担当者を配置する。



■ 新市事務組織機構イメージ図

庁舎名

議会 議会事務局 本庁舎

市長 助役 総務部門 総務 本庁舎

企画 本庁舎

税務 本庁舎

住民 本庁舎

衛生 本庁舎

国保 本庁舎

同一庁舎が事業部門 農林

望ましい商工

同一庁舎が土木

望ましい都市計画

保健福祉部門 同一庁舎が民生・介護

望ましい福祉事務所

出先機関 既存施設

収入役 出納室 本庁舎

公営企業局 水道・下水

電算ｾﾝﾀｰ

教育委員会 事務局

選挙管理委員会 事務局 本庁舎

監査委員会 事務局 本庁舎

農林と同一庁農業委員会 事務局

舎が望ましい

打田分室

粉河支所 鞆渕出張所

那賀支所

桃山支所

貴志川支所



町名・字名の取扱いについて 
 
１． 付託事項に関する報告及び確認事項 
① 付託事項の確認について 
合併協議会から本小委員会に付託された事項は、町名・字名に関する事

項の調査、審議等であり、具体的には、合併により同一又は類似する町名・

字名ができる場合に、町名・字名の調整を行い、その調整案を合併協議会

に報告することである。 
最終的な町名・字名の決定は合併協議会が行う。 

② 町名・字名の調整の必要性 
町名・字名については、原則は合併後も現行の町名・字名を引き継ぐも

のであるが、合併により５町の間に同一又は類似する町名・字名がある場

合には、住民登録、登記、郵便等住民生活に大きな影響を及ぼすため、そ

の調整をする必要がある。 
 

２． 町名・字名の調整時期 
 町、字の名称の標示は、新市の名称と密接に関係するので、新市名称決定

後、調整することが望ましい。また、新市名称が決定するまでの期間、各町

において、名称の取り扱いについて事前に十分協議をしておく必要がありま

す。 
 

３． 新市における町名・字名の表記方法 
（例）新市の名称の後に旧町名を付ける場合 
  ○○市△△町××１２３番地 
（例）新市の名称の後に旧町名を付けない場合 
  ○○市××１２３番地  
（例）『大字』の表記 

    大字△△１２３番地  △△１２３番地 
        
４． 那賀５町の現況 
① 那賀５町の町名・字名一覧は別紙資料の通りである。 
② 那賀５町の同名の町名・字名は、次の１通りである。 
打田町大字中畑    桃山町大字中畑 
 

５． 関係法令 
○地方自治法【抜粋】（昭和２２年法律第６７号） 

  （市町村区域内の町又は字の区域） 
 第２６０条 政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若    

しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区

域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会

の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。 
 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告 
示しなければならない。 
 第１項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項 
の規定による告示によりその効力を生ずる 



別紙資料 
那  賀  ５  町  の  状  況 

打 田 町（３９字） 粉 河 町（３１字） 那 賀 町（１７字） 桃 山 町（１５字） 貴 志 川 町（１６字） 

字名称 よみ 字名称 よみ 字名称 よみ 字名称 よみ 字名称 よみ 

上野 うえの 粉河 こかわ 名手上 なてかみ 市場 いちば 前田 まえだ 
打田 うちた 猪垣 いのかけ 平野 ひらの 元 もと 尼寺 あまてら 
窪 くぼ  東毛 とうげ 名手下 なてしも 段 だん 上野山 うえのやま 
竹房 たけぶさ 中津川 なかつがわ 西野山 にしのやま 段新田 だんしんでん 神戸 こうど 
高野 たかの 中山 なかやま 江川中 えかわなか 神田 こうだ 国主 くにし 
黒土 くろつち 藤井 ふじい 切畑 きりはた 最上 もがみ 井ノ口 いのくち 
広野 ひろの 井田 いだ 穴伏 あなぶし 調月 つかつき 高尾 たかお 
赤尾 あかお 東野 ひがしの 名手市場 なていちば 大原 おおばら 岸小野 きしおの 
東大井 ひがしおおい 荒見 あらみ 名手西野 なてにしの 善田 ぜんだ 北 きた 
久留壁 くるべき 遠方 おちかた 藤崎 ふじさき 黒川 くろかわ 長原 ながはら 
西大井 にしおおい 風市 かざし 後田 しれだ 野田原 のたはら 長山 ながやま 
田中馬場 たなかばば 勝神 かすかみ 王子 おうじ 脇谷 わきだに 西山 にしやま 
花野 けや 杉原 すいばら 赤沼田 あかんた 垣内 かいと 岸宮 きしみや 
尾崎 おざき 馬宿 うまやど 横谷 よこだに 中畑 なかはた 鳥居 とりい 
畑野上 はたのうえ 上丹生谷 かみにゅうや 麻生津中 おおづなか 峯 みね 北山 きたやま 
中井阪 なかいさか 下丹生谷 しもにゅうや 北涌 きたわき 丸栖 まるす 
下井阪 しもいさか 西川原 にしかわはら 西脇 にしわき 
西井阪 にしいさか 野上 のがみ 
南中 みなみなか 東川原 ひがしかわはら 
北大井 きたおおい 北志野 きたしの 
南勢田 みなみせいだ 北長田 きたながた 
北勢田 きたせいだ 上田井 こうだい 
重行 しげき 嶋 しま 

 

 
 



池田新 いけだしん  長田中 ながたなか 
北中 きたなか 深田 ふけだ 
神領 じんりょう 別所 べっしょ 
東山田 ひがしやまだ 松井 まつい 
西山田 にしやまだ 南志野 みなみしの 
神通 じんずう 上鞆渕 かみともぶち 

中畑 なかはた 下鞆渕 しもともぶち 
今畑 いまはた 中鞆渕 なかともぶち 
登尾 のぼりお 
枇杷谷 びわだに 
豊田 とよだ 
東三谷 ひがしみたに 
中三谷 なかみたに 
西三谷 にしみたに 
東国分 ひがしこくぶ 
古和田 ふるわだ 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




